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自己株式の処分に関する取締役会決議公告 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議

しましたので、公告いたします。 

 

記 

 

１．処分する株式の種類および数  普通株式 22,000 株 

 

２．処分価額           １株につき金 2,911 円 

 

３．払込期日           2025 年 11 月 28 日 

 

４．処分方法           第三者割当による 

 

５．処分先            当社の取締役（監査等委員である取締役 

および社外取締役を除く） 

（注）本自己株式処分の形式的な処分先は、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 

であります。 

 

以 上 


